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歴史的集合住宅の継承と再生の手法に関する研究

一江戸川アパートメントの再建に向けて

主査橋本文隆事 l
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同潤会江戸川アパー卜では， 30数年に亘って建替が検討されてきたが，平成 12年3月漸く建替決議された。一方で，集

合住宅の歴史性継承が社会的関心を呼んでいる。本研究は，江戸川アパートの再建において，再生と継承を関連づけて行

い得るかを検討することを目的とした。まず，建替議論の詳細な検討より，分譲集合住宅建替の困難さを浮き彫りにした。

更に，建替議論の過程で提示された部分保存案について，部分保存案実現のための歴史的意義付け・制度的条件の検討を

行い，諸制度・行政判断上の障害を明らかにした。一方で民間長期経過集合住宅でも所有・利用・管理形態に応じた継承

方法の可能性が充分にあり得ることを示した。

キーワード:1)同潤会， 2)集合住宅， 3)居住過程，4)江戸川アパート， 5)継承，6)再開発
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This study aims to examine possibilities of preserving Edogawa Apartments built in 1934 by the Doujunkai Foundation created to 

answer the housing needs resulting from the Great Kanto Earthquake. In view of discussions on redevelopment programs， we found 

difficulties in reac凶ngan agreement among all dwellers. Then， we examined a redevelopment plan， which intended to preserve a p釘tof the 

apartments and its inner garden， and found that consLitutional and beauraucratical systems post as big baniers for this plan. In addition， we 

surveyed other 5 apartments built more than a half century ago， and found some possibilities for inheriting mulliple housing. 

1. 研究背景・目的・方法

本研究で対象とする同潤会江戸川アパートメン卜(以

下，原則として「江戸川アパートJ)では，既に 30数年前

から精力的に建替が検討されてきたが，平成 12年3月，漸

く区分所有法上の建替決議を経て，全面建替実現に向け

た動きが進んでいる。これまで「江戸川アパート再建に関

する調査研究」と題して行ってきた本研究委員会による

一連の研究文 1.2)では，同アパート再建に関する基礎的項

目の整理・検討，そして，都心定住型集合住宅として同ア

パー卜が住まわれ続けた理由を再建計画に活かすための

位置づけ作業を待ってきた。一方で，同アパー卜内外から

少なからず，建物及び中庭の保存を要望する声もあり，さ

らに一般的には都市再生 ・団地再生が叫ばれる中で，集合

住宅の帯びる歴史性の継承が社会的テーマとなりつつあ

ることも事実である。

本研究は，このような背景から，江戸川アパートの再

建に対してどのような形で，再生と継承を関連づけて行
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うことがが可能なのかを，集合住宅のもつ歴史性継承の1

例として具体的に検討することを目的としているが，上

記のように，研究期間中に全面建替の決議が既に成立し，

事業が進みつつある。

そこで，以下の論考ではまず，江戸川アパートの変辺

を，特に 30年以上の建替議論のプロセスに焦点を当てな

がら， 関係者への聴き取り ・アパー卜内資料を駆使し，詳

らかにすることによって分認集合住宅のもつ官理上・再

建議論上の特性を追究(第2章)した。その上で.!t合住

宅の歴史性継承の手法を整理した後， 実際に本研究長員

会メンバーも抗わり，アパート内で検討に挙がった「部分

保存案Jの詳細な検討(第3市)を行った。 flidをに何Ii足と

してこれまで日本で建設された集合住宅を住ieぷii[，iみか

ら可能な限り拾い出し，東京における残存状況を昨認し

た後，幾つかの21i例における世物の継承のされ方を検討

(第4章)することにしたい。
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ていた。この報告によるとコンクリート強度は十分であ

るものの 3 不同沈下と被り障さ不足による中性化で鉄筋

の爆裂が生じ，RC造としての機能が劣化しつつあるとさ

れた。また，昭和49年には建替の可能性に関する研究報

告;!?も出された文 1)。

これと前後し，昭和47年にはS建設による単独敷地で

の 15階建を含む 2棟の団地型の建替案が持ち込まれた

が，昭和48年に第2種高度地区指定が都市計画決定され

たため，案は取り下げられた。その後，理事会保IJでは 11

階建で高度制限緩和の承認を都から得て 「理事会案」を策

定したが，オイル・ショックの影響でデベロッパーが見つ

からないため断念された。その後K組提案による 11階建

ての再建案が検討されたが，実現には至らず，再建へ向け

ての組織強化が図られることとなった。

2.3.2 生協「再建委員会」での建替識論(図 2-1)

その結果昭和 49年9月，老朽化対策委員会に代って，

I総務」・「企画調整J・「調整確認」・「設計施工」・「資金経

営」・「普及Jの6部会制によって構成される「再建委員会」

が設罰された。問委員会は各種デベロ ッパーからの意見

聴取を始め，組合員へのアンケートなどを通して日本住

宅公団を建替協力機関に決定し， Iアパート再建Jを決議

した(昭和50年5月)。しかし，最終的には条件の折り合

いがつかず，計画は頓挫した(昭和 51年 1月)。

続いて，問委員会は「首都圏不燃建築公社+K組」によ

る建替案を検討・提案した結果，昭和51年4月のアンケー

ト実施により多数の支持を得た。これを契機に同年9月，

再建委員会では6部会制から技術JI再建推進JI懸案

処理Jからなる 3委員会体制に移行した。再建推進委員会

では建替案への賛成の意思表示のない組合員の対応を担

当し，技術委員会では，若手の建築技術者を中心に，江戸

川アパートの魅力や再建建物に継承すべき設計上の条件

の検討を担当した。懸案処理委員会は，従来からの食堂・

理髪所問題に加え，土地建物に関する組合員の権利関係

の処理を担当した。

2ふ3r再建協議会(生協+みどり会)Jでの建替識論(図

2-1， 2) 

再建への本格的な動きを受け止めみどり会」所有の

南側隣地を活用する建替計画を模索するために，昭和 52

年6月，生協とみどり会によって協議される「再建協議会J

が，新たに設定され，隣地を含む再建案が模索された。こ

れにより，建替議論の場は，再建委員会から再建協議会に

拡大して移行することになった。なお，再建協議会発足の

現実的な理由としては，生協の規約では，組合員は「江戸

川アパートに居住する個人に限るJとなっているため再

建実施にあたっては，生協とは別に権利者(外部地権者，

東京都，隣地所有者であるみどり会等)が全て含まれてい

る組織が必要であることが挙げられる。しかし，新宿区と

の北側斜線制限緩和の協議などを経て作成された南側隣

地を含む再建事業計画案は，昭和53年 1月の総会で否決

された。この理由は主として，建替に際しての隣地の使用

は民法 251条の共有物の変更にあたるため，組合員全員

の合意が必要であるということであった。

このため，全員合意が課題となった再建協議会では「再

建問答集J等を作成し組合員への理解を求めた上で，改め

て総会に付した結果， 事業計画案が承認された(昭和 53

年 5月)。一方，並行して行われた個別意見交換会で，高

齢者の建替資金等に関する不安が大きいことが判明した

ため，老人福祉システムの約I入も検討された。その後漸く

昭和 56年には再建計画案が成立したが，翌年に入り，合

意が取れないとのことで計画は断念された注 18)。

その後，内部における具体的な建替案検酎は一時中座

したが，いわゆるバブル期(昭和 60年前後)には数社か

ら再建計画案がもたらされた。これらに対し』居住者より

「中庭を中心とした外部空間と階段室を中心とした内部空

Kl昭和時 (1979) 昭和55年 (1980) 昭和56年(1981):昭和問(1982) 昭和58年 (1983)。昭和59年 (1984) 昭和問(1985) 昭和61年 (1986)
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3.1.1 部分保存

Bに代表される部分的保存は，近年普及しつつある。既

存部分を現在のデザインの中に取り込み，現代と過去と

の間の時空間を併存させることで創造的なデザインを生

む可能性を苧んでいる。この場合においては，建物のどの

部分を残すのかについての充分な考察とその部分の価値

についての正確な解釈が不可欠であり，新築部分との一

体化が重要なテーマとなる。

3.1.2 躯体保存

Cにおいて，建物の外郭線が継続することで，都市景観

の変貌に関しての抵抗感が薄められる効果がある。集合

住宅の場合には，基本形が守られることでs集合住宅全体

の生活環境や地域環境の維持に一定の寄与がある。加え

て，建物のスケールはある程度正確な記憶として残され，

構築物がその位置に過去から持続的に存在している証と

なりうる。この場合，基本骨格や計画の特性等を注意深く

検証することにより，単なるリニューアルやリサイクル

に止まらず，時代の価値を継承し，文化遺産としての創造

性を生み出す可能性がある。

3.1.3 内外装保存

Dにおいて特化される内外装保存では，意匠面の継承

上重要な役割を担う。当初の材料や構法，デザインの傾向

を通して，生活や社会のあり方をひとつの空間に読み取

ることもできる。集合住宅においては，玄関，階段室，共

用部などに意匠上の特徴が表現されることが多く，それ

らの保存が歴史性継承という意味で有効である。しかし

内外装のみの保存では，元の位置で復元される保証はな

く，場所の持続という意味は低いものの，史的財産の共有

という面ではひとつの選択肢として考慮されよう。

3.1.4 全面解体

Eのように，現地で保存される部分が皆無になることが

ある。部材を再生産してレフリカを作成する，形状や色彩

軍存部分

敷地境界紛

図6 部分保存案

-140-

のイメージのみを新規のデザインに反映させる方法など

がある。レプリカの作成は，材料やプロポーションなどに

充分配慮し，相当の厳密性や巧みな方法を確保しないか

ぎり，歴史性の継承は逆に唆昧になる。

以上のように，建物をたとえ限定的に残す場合におい

ても，相応の歴史性継承の意義付けの可能性は確認でき

る。実際には，具体的なデザ千ンの巧拙に依る部分が大き

く，結果を保証するものではないが，以上を明確に位置付

けるととで，単なる刷新や更新とは異なる価値を生み出

すための重要な手掛かりとなりえることがいえよう。

3.2 r部分保存案」における歴史性の継承の検討

ここで， 前出の江戸川アパート「部分保存案J(図6)の内

容について，歴史性継承の側面から検討を加える。

3.2.1 中庭空間の保存

江戸川アパートに永年住み続けてきた住民達にとって

中庭は，実生活上も記憶の継承という意味でも重要な空

間であった。特に昭和62年結成された「環境委員会J(前

述 2.3.4)以降の再建計画では，中庭の継承が暗黙のうち

に前提になっていた。本案においても，建物の外郭線の継

承よりむしろ中庭の基本骨格を維持することが，江戸川

アパートの再生のために最も重要であると判断されてい

る。普通なら地Jである中庭を「図Jとして意識した

計画となっている。また，新規住棟においても，中庭のア

ルコーブや回遊街路など現状のコンセプトを再構成して

いる。これらを通して，住み続ける権利者と新規入居者の

コミュニティの場として中庭が活用されることと，江戸

川アパートメントの記憶の継承が図られている。

3.2.2 既存建物の部分保存

集合住宅の再建においては，現実的な還元率を確保し

なければならない。また，中庭を確保するため，敷地の南

西寄りの建物を高層化するために 2号館を取り壊すこと

が前提となっている。 1号館については，中央部における

不同沈下が限界を越え，耐震面ではもはや危険な状態で

あることを考慮し，大部分の取壊しは免れないとの判断

があった。その結果， 1号館西部を部分的に保存する方針

が選択された。特に江戸川アパートにおいて重要な共益

施設が集中しているのが， 1号館西部であり，意匠面にお

いても質の高い建具やディテールが残されている。 同時

に，ここは当アパートのもう一つの特徴である多様な住

居タイプという側面を反映して，パス付きの洋室から単

身用居室に至るまで様々な住戸タイプが内包されている。

さらに，公道に接し視認性も高 く，地域の象徴としての重

要な役割を果たしている。

構造的には s 保存箇所は地下部分が不同沈下を軽減し

ているため，躯体の安全性が確保されやすい。耐震強度に

ついては，目視と既存の調査データに基づく専門家の判

断として充分との評価があった注 ls) 。但し，保存部分は

f主総研研究年報No目 29，2002年版
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地を含んでの建替決議は行うことができない。隣地を含

むためには，財産の変更となるので，区分所有者全員の合

意が必要となる注20)。とのため，現段階では全員合意無く

しては隣地を含む保存案は制度的に不可能となる。

では，単独敷地にての任意建替事業はB 民法・匹分所有

法上成立する可能性はあるだろうか。基本的に現行区分

所有法における建替決議の「建替Jは「建物を完全に除去

した上で新規建物を建設する」ととしか想定していない

と考えられるが， I日建物の一部分を建替後の新築建築物

の一部として保存・利用するという内容の「建替計画」が，

建替決議されていれば，旧建物の一部分を保存しつつ 3 存

続させる道はあると解釈できる註2))。そして，この建替決

区分所有法上適法な決議であるため， IB建物の一部

存続も法的には可能となると考えられる。しかしこの場

企現実的には一部保存による還元率の低減や保存部分

の運営負担等による理由で 3 所有者の大半に受け入れら

れる見込みは少ないといえる c但しこのことは，保存する

ことによる新規建物の不動産価値の増加といった，イン

センティブが認められるような市場が形成されれば，現

行法制度内でも分議集合金宅の部分保存を前提とした建

替が可能であることを示唆しているのである。

3.3.4 部分保存薬の可能性

上述のように，江戸川アパートの建替では新宿区の行

政判断により法定再開発事業の道は選択できずP 任意事

業による建替とならざるを得ないa この場合3 隣地を含ん

だ計画では現行区分所有法上，所有者の全員合意が要求

される。ところが，第3章の江戸川アパートの建替議論の

過程にみられるように，全員合意はあり得ない。

せめて5分の4の多数決によって制度上可能なのは，単

独敷地による建替だが，部分保存を前提とした場合 3 建築

基準法上の適用除外のためには，都景観条例による回路

が残されるが，一種の行政判断として所有者全員合意が

要求された経緯がある。

実際には部分保存案は上記のように詳細には検討され

ることはなか、った。ただ，本節での検討を通していえるこ

とは，単独敷地部分保存でも行政判断如何によっては p 制

度的には実現の可能性は絶無ではなかったということで

ある。

4 民間長期経過集合住宅更新と継承

ここでは 3 日本でこれまで建設されてきた集合住宅が

全体としてどのように，更新或は継承されてきたかにつ

いて検討することを通して p 摩史f生を帯びた集合住宅の

継承の可能性を譲ることとしたい。本章ではまず，閲覧可

能な主要建築系雑誌を中心として p その他関連文献注22)に

掲載された民間集合住宅の事例を可能な範囲で収集した。

収集範囲は 3 日本の集合住宅建設の転換点と思われる区

分所有法施行の昭和 38年までとした。勿論この手法で集¥¥¥¥
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合住宅建設動向が全て把握できるわけではないが3 主要

建物の大まかな動向を把握する資料とはなろう o 1991事

例が収集されたが，現地確認のためにこれを東京23区内

に絞り， 1632件 (82%)を得た。このうち竣工年が判明

しているもの 1163件のうち戦前建物が1090件P 戦後建

物が73件であった。この中で建築時の住所の確認できる

ものが1198件あったので，との全てについて現地確認を

行ったととろ， 89件の現存が確認された注 23)。現存率は

戦前のものが 3.2%(35/1090)，戦後のものが 65目8%

(48/73)となり，戦後建物でも現存率が低いことが判る。

図8は確認された建物の分類を試みたものであるが 3 昭和

初期建設の抵中層 RC建物(グループ1)，昭和 10年前後

の木造抵層建物(グループ2)，第 A 次マンションブーム

期の中高層 RC建物(グル]プ3)といったグルーピング

が可能であった。

国9はz 上記手続より抽出した建物も含めて，半世紀以

上経過した集合住宅についてF 所有・利用・管理形態の変

を所有者・管理者，居住者それぞれに聴き取るとと

のできた5事例を挙げている o従って p これらの事例が必

ずしも民間長期経過集合住宅の変i撃を代表しているとは

いえないが，グループlに入る事例1では，高級賃貸アパー

トからギャラリーを主体とした商業ピルへの移行によっ

て，継承されていることが判る。グループ2に入る事例2，

3は共に木造賃貸集合住宅であるがz 事例2では税務署へ

の物納の結果居住者が土地・建物を一部買い取り，木造分

となっている。このため 3 建替の合意形成を図

りにくい事例である。事例3は近年自治体に買い取られた

上で条例に基づく歴史的建物に選定され，保存されてい

るが，窟住の継続は断念されている。ただ，この事例は日

本における集合住宅の継承の数少ない事例として注目さ

れよう。事例 4，5はいずれも昭和 20年代半ばに建設さ

れた一種の社宅であり，当時余りにも一般的であったた

めか，前述の文献調査には載っていない。しかし，とうし

た建物も 3 一般賃貸・貸事務所骨客間などと，オーブーに

よる状況に応じた利用方法により長期にわたって継承さ

れる可能性があることを示唆している。上記の検討は，建

物の所有・利用・管理形態に応じた継承方法の類製化の可

能性を示唆しているロ

f圭総研研究年報No.2合， 20024p!;1ぇ
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頃に運行を再開するが，直後に事故が発生し，電気使用制限

もあいまってこれを契機に運行が行なわれなくなった。

3)虎ノ門アパー卜には，蜂ノ巣会という自治組織が結成されて

おり，江戸川アパートにも引き継がれていた。文 3) より.

4)生協理事会が昭和 26年9月から 27年3月にかけて居住者に

向けて発行したアパート内発行物。

5)文7)より。老朽化のほかに，暖房熱源として利用しなくなっ

た過剰設備(有資格者を要する)から小規模のものに切り替

えることで経費節減をはかるねらいもあった。

6)文 7)より。昭和33年，変電所を改修し，受電量を4倍にす

る。昭和34年a 各分電盤の全面的改修。昭和 35年， 65戸の

受電量をlOAから 15Aへ増量。以後容量の許す限り順次各住

戸の増虫をおこなったが幹線配線を既存のままとしたため限

界があった。

7)文7)より.自家浴室の増設，電気洗濯機の普及に加え，井戸

水位の低下が理由と して上げられている。江戸川アパートメ

ントでは，井戸水と水道水を併用していた。

8)文7)より。昭和31年に，それまで局線3本に受信専用のl本

を加えている。

9)文 7)より.昭和 33年6月に 10馬力水中モーターポンプに

切り替え，同年 9月に水害を蒙り滅菌消毒機を設置，その後

水位低下に対し，昭和 37年 11月に改良を行なっている。

10)この時1号館 5，6階独身住戸へもガスの供給を行うように

なった。

11)合意形成が達成されなかった要因としては.以下の3点が大

きい。(l)昭和55年にみどり会の株式がK組に売却されたこ

とに対して。 (2)理事会が計画案反対者氏名を公にしたこと

に対して。 (3)建替ずにこのままの環境で暮らしたいという

居住者の意見。

12)環境委員会の活動は，従来からの江戸川アパート関係者に

よって行われたが，こうした動きは江戸川アパートの従前環

境に対する思い入れにおいて温度差をもっ新規転入者との問

で，合意形成上の課題を残すことにもなった.

13)盤備組合によって，土地は専有部分に基づく比例配分で個々

に登記され直したが，そのまま生協が所有し続けることも原

埋的には可能であった。仮に，生協等の法人によって所有し

続けた場合に，建替の議論がどのように展開する可能性が

あったかについてはa 今後検討する価値が充分ある。

14)デベロ ッパー側から全員合意の条件が提示された第一の理由

は，デベロッバーが不賛成者持ち分の買い取り誇求における

貿い受け人になりたくないということであった。

15)従前地権者がまず地権者法人をつくり，地権者の土地建物権

利分を信託した上で，地権者に信託受益維としての居住権を

認める方式。建設費負担は信託配当分と相殺した差額を月割

りとし，地権者法人に払い込む.

16)本研究委員会の数名が，この時点の検討に参加している。

17)今回の建替決議で，議決権を住戸数ベースにするか，持ち分

割合ペースにするか議論があったが，結局両者で5分の4を

越えた.この点でも区分所有法の未熟さが指摘できる.

18)金子寛文 (K3tb¥造設計室)による。但し，こうした精造強

度の評価にはz 評価基準，目僚強度の違いにより，多織な判

断が有りうる。

19)江戸川アパー トは歴史的建築物の保存を推進する国際組織で

ある DOCOMOMOJAPAN支部からも，平成12年に日本を

代表する近代建築物20選の一つに選定されており ，都景観条

例に取り上げるべき社会的に歴史的建物であると充分考えら

れる。 ¥

20)但し，現在法制審議会 ・建物区分所有法部会において検討さ

れている区分所有法改正案では，隣地を含んだ敷地でも建替
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決議の対象に認める方向での見直し作業がなされている。

21)実際の裁判例で部分保存の建替案が争われたケースはない

が，区分所有法第62条第2項第 1項は建替決議において「再

建建物の設計概要」を定めなければならないと規定している

ことから，部分保存を前提とした再建案は条文の解釈上可能

であると考える。

22) r建築世界JW建築と社会Jr国際建築~ Ii'新建築』の4誌を中

心に，東京府学務部社会課『アパートに関する調査J1936や

小林秀樹ほか『日本における集合住宅の普及過程』日本住宅

総合センター1997などの文献，自治体教育委員会発行の近代

建築一覧などを今照した.

23)この種の先行研究として石井昭ほか『都市集住様式の歴史的

研究 n~ 新住宅普及協会 1975 が挙げられる。

24)なお成 14年 10月現在，新規建物住戸選定申込状況によれ

ば， 53%という極めて低い還元率にも関わらず，組合員数201

戸(住戸選定権利戸数)のうち 141戸 (70%)が戻り入居を

・希望しているよ うである。これは，新建物250戸に50プラン

という多様なプランを用意するという.江戸川アパートのプ

ランニング意図を継承したことが評価された現れともいえよ

っ.
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